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お知らせ

自
動
車
税
の
納
期
限
は 
５
月
31
日（
金
）で
す

問
栃
木
県
税
事
務
所

　
撒
０
２
８
２（
23
）３
４
１
１

　
自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月
31
日

（
金
）で
す
。
納
期
内
に
収
め
ま
し
ょ

う
。
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
付
、
預
金
口

座
か
ら
の
振
替
納
付
の
他
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納

付
、
ペ
イ
ジ
ー
納
付
も
で
き
ま
す
。

　
心
身
障
が
い
者
の
方
に
対
し
て
は
、

障
が
い
の
程
度
な
ど
、
一
定
の
要
件

の
も
と
に
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
は
栃
木
県
税
事
務
所

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

２
０
１
９
年
度 

町
税
等
の
納
期
・
納
付
方
法

問
税
務
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
２
４

納
付
の
し
か
た

①
現
金
で
納
め
ら
れ
る
方

　
届
い
た
納
付
書
で
、
次
の
納
付
場

　
所
に
お
い
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

②
口
座
振
替
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
方

　
指
定
さ
れ
た
金
融
機
関
口
座
か
ら
、

　
納
期
日
に
振
替
に
な
り
ま
す
。

※
納
期
日
以
外
で
は
振
替
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
納
期
日
ま
で
に
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　納
付
場
所

○
役
場
会
計
課

○
指
定
金
融
機
関
（
足
利
銀
行
本
支
店
）

○
収
納
代
理
金
融
機
関

　（
み
ず
ほ
銀
行
本
支
店
、
常
陽
銀

　
行
本
支
店
、
栃
木
銀
行
本
支
店
、

　
足
利
小
山
信
用
金
庫
本
支
店
、
小
山

　
農
業
協
同
組
合
本
支
店
）

○
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

　（
関
東
各
都
県
と
山
梨
県
内
の
ゆ

　
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
）

○
納
付
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

興
特
別
徴
収
事
業
者
の
皆
様
へ

　 
町
県
民
税
の
給
与
特
別
徴
収
の
納

期
は
、
給
与
を
支
払
っ
た
月
の
翌

月
10
日
で
す
。

地
籍
調
査
事
業
を
実
施
し
ま
す

問
産
業
課
　
　
　
撒（
57
）４
２
４
１

興
地
籍
調
査
と
は
？

　
１
筆
ご
と
の
土
地
に
つ
い
て
、
所

有
者
・
地
番
・
地
目
・
地
積
を
調
査

し
、
近
代
的
な
方
法
で
測
量
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
地
図
及
び
簿
冊
に
す
る

こ
と
を
地
籍
調
査
と
い
い
ま
す
。
そ

の
後
、
法
務
局
で
公
図
や
土
地
登
記

簿
を
修
正
し
て
い
き
ま
す
。

興
ど
う
し
て
地
籍
調
査
を
す
る
の
？

　
現
在
、
法
務
局
に
備
え
付
け
ら
れ

て
い
る
公
図
や
土
地
登
記
簿
は
、
明

治
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く
、

お
隣
同
士
の
境
界
ト
ラ
ブ
ル
や
公
共

事
業
が
進
め
ら
れ
な
い
な
ど
の
原
因

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題

を
解
消
す
る
た
め
に
、
正
確
な
地
図

を
作
成
し
記
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

興
地
籍
調
査
を
実
施
す
る
と
ど
ん
な

効
果
が
あ
る
の
？

① 

土
地
境
界
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
の

未
然
防
止

②
土
地
取
引
の
円
滑
化

③
公
共
事
業
の
効
率
化

④
災
害
復
旧
の
迅
速
化

⑤
課
税
の
適
正
化

　
調
査
区
域
内
に
土
地
を
お
持
ち
の

方
に
は
、
境
界
確
認
と
し
て
立
会
い

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

調
査
に
伴
う
町
民
の
皆
さ
ま
の
費
用

負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
調
査
に
伴
い
土
地
の
所
有
者
・
関

　
係
者
へ
の
事
業
説
明
会
を
開
催
し
、

　
10
月
中
旬
〜
11
月
下
旬
に
境
界
確

　
認
の
立
会
い
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

興
地
籍
調
査
実
施
区
域

　
大
字
若
林
の
一
部

区分 町県民税
固 定
資 産 税

軽自動車税
国民健康
保 険 税

後期高齢者
医療保険料

介 護
保険料

５月 １期 全期

６月 １期

７月 ２期 １期 １期 １期

８月 ２期 ２期 ２期 ２期

９月 ３期 ３期 ３期

１０月 ３期 ３期 ４期 ４期 ４期

１１月 ５期 ５期 ５期

１２月 ４期 ６期 ６期 ６期

１月 ４期 ７期 ７期 ７期

２月 ８期 ８期 ８期

◎納期カレンダー


